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青森県国民健康保険運営方針の改定について

令和元年11月 市町村に意見照会（見直し要望等）

令和２年２月 運営協議会（見直しに係るスケジュールを提示）

令和２年８月 上記意見及び事業年報報告データ等に基づき国保運営方針原案を作成

令和２年９月 市町村及び関係課に意見照会（国保運営方針原案に係る要望等）

令和２年10月 運営協議会（国保運営方針に基づく取組の評価・国保運営方針原案の審議）

令和２年11月 市町村等連携会議（国保運営方針案の報告）

令和２年12月 パブリックコメント実施（県民からの意見募集）

令和３年２月 運営協議会（諮問・答申）

令和３年４月 見直し後の運営方針施行

※ 上記の他、令和２年３月に改定が予定されている国の「国保運営方針策定要領」の内容を踏ま
えて、ワーキンググループ等において市町村と協議を行う。

２ 改定に係るスケジュール（案）
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１ 運営方針の改定について

青森県国民健康保険運営方針（平成29年12月25日策定）は、対象期間を平成30年度から令和
２年度までの３年間としているため、令和２年度において運営方針に基づく取組状況等の検証を
行い、令和３年度以降に向けた改定を行うこととなる。


